
流山市こども家庭センターについて

流山市子ども家庭部子ども家庭課

流山市こども家庭センターについて、

現時点での見込みを説明します。

（令和８年４月に設置予定）

資料６
第４回子ども・子育て会議
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今回の組織改編の内容

①

子ども家庭部内に

「こども家庭センター」

を設置

②

健康増進課の

「親子保健係」

「妊娠・育児サポート係」

をこども家庭センターに

移設し、

「おやこ保健係」

「妊娠・育児

サポート係」を

設置

③

子ども家庭課の

「虐待・ＤＶ防止対策室」

及び

「子育て支援係」の

業務の一部を

こども家庭センターに

移設し、

「こども・女性相談係」

「家庭支援係」を

設置

④
子ども家庭部及び

部内の組織名称を変更

「子ども家庭部」から

「こども未来部」へ

部名変更

「子ども家庭課」から

「こども未来課」へ

課名変更

「子ども政策室」から

「こども政策室」へ

室名変更
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組織体制（部・課）

子ども家庭部

（全２課）

子ども家庭課

保育課

健康福祉部

（全７課）

社会福祉課

他５課

健康増進課

こども未来部

（全３課）

こども未来課

保育課

こども家庭

センター

健康福祉部

（全７課）

社会福祉課

他５課

健康増進課

児童福祉機能と母子
保健機能の連携強化

＜令和７年度＞ ＜令和８年度＞
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組織体制
（課・室・係）

子ども家庭課

（子ども家庭部）

子育て支援係

給付係

子ども政策室

虐待・DV防止

対策室

児童館・

児童センター

健康増進課

（健康福祉部）

保健予防係

成人保健係

親子保健係

妊娠・育児

サポート係

こども家庭

センター

（こども未来部）

こども・女性

相談係

家庭支援係

おやこ保健係

妊娠・育児

サポート係

こども未来課

（こども未来部）

子育て支援係

給付係

こども政策室

児童館・

児童センター

健康増進課

（健康福祉部）

保健予防係

成人保健係

＜令和７年度＞ ＜令和８年度＞

児童福祉機能と母子
保健機能の連携強化
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こども家庭センター設置の主なポイント

①統括支援員による一体的支援のための調整
統括支援員は、こども家庭センター長の下で、実務面においてリーダーシップを執り、業務マネジメン
トを担う役割を有する。母子保健・児童福祉に係る包括的支援を提供できるように調整等を行う。

②合同ケース会議の開催
合同ケース会議は、母子保健機能・児童福祉機能の双方による支援が必要だと考えられる場合に開催さ
れる。開催の判断は統括支援員が行う。

③児童福祉・母子保健の両機能が連携したサポートプランの作成
サポートプランは、支援対象者自身が自らの課題と支援内容を理解し、状況の変化に応じた見直しをすること、
また、支援内容等を共有し効果的な支援を実施するためのものである。

組織改編により、母子保健機能と児童福祉機能が連携した一体的なサポートプランの作成が推進される。

④地域の母子保健・子育て支援関係者等との連携
地域全体のニーズ及び既存の地域資源の把握、担い手の発掘・養成、地域内の支援団体と関係機関の相互の横
の連携を強めることを通じ、それぞれの支援団体が妊産婦・こどもと子育て家庭の支援を行っていく体制を目
指す。 6


